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加
東
市
で
は
、
旧
３
町
の
庁
舎
を
活
用

す
る
「
分
庁
方
式
」
で
行
政
運
営
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
合
併
前
の
「
加
東
郡
合
併
協

議
会
」
で
の
決
定
（
当
分
の
間
、
分
庁
方

式
を
実
施
）
を
受
け
て
の
も
の
で
す
が
、

庁
舎
の
一
本
化
は
、
合
併
協
議
の
段
階
か
ら
、

新
市
の
行
政
運
営
を
行
う
う
え
で
の
最
大

の
課
題
と
し
て
、
新
市
で
検
討
を
進
め
る

こ
と
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。

　
市
で
は
、
こ
の
方
針
を
受
け
、
こ
れ
ま

で
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
、
角
度
で
庁
舎
統
合

に
つ
い
て
の
検
討
を
進
め
、
一
方
、
市
議

会
に
お
い
て
も
こ
の
課
題
に
つ
い
て
鋭
意

審
議
が
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

【
こ
れ
ま
で
の
動
き
（
経
過
）】

　
現
在
、
加
東
市
は
３
つ
の
庁
舎
（
社
庁
舎
、

滝
野
庁
舎
、
東
条
庁
舎
）に
部
局
を
配
置
し
、

各
種
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
合
併
か
ら
今
日
ま
で
行
財
政
改
革
を
推

進
し
、
効
率
的
な
行
政
運
営
に
努
め
て
き

ま
し
た
が
、
今
後
、
さ
ら
な
る
行
財
政
改

革
を
図
り
、
よ
り
一
層
の
効
率
的
な
行
政

運
営
に
よ
っ
て
、
質
の
高
い
市
民
サ
ー
ビ

ス
を
継
続
的
に
提
供
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、

そ
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
庁
舎
の
統
合

整
備
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
合
併
時
か
ら
の
重
要
課
題
で
あ

る
「
新
庁
舎
設
置
の
検
討
」
と
、
さ
ら
な

る
行
財
政
改
革
の
推
進
の
観
点
か
ら
、
行

財
政
改
革
推
進
委
員
会
に
お
い
て
、
そ
の

方
策
を
検
討
さ
れ
た
結
果
、
庁
舎
統
合
が

一
つ
の
手
法
で
あ
る
と
の
提
案
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
一
方
、
市
議
会
に
お
い
て
は
「
庁
舎
整

備
等
検
討
特
別
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
、

現
在
も
庁
舎
統
合
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

議
論
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
市
民
の
み
な
さ
ま
の
ご
意
見

を
聞
く
手
法
と
し
て
、
庁
舎
の
あ
り
方
の

検
討
に
特
化
し
た
「
庁
舎
統
合
整
備
等
検

討
委
員
会
（
民
間
の
委
員
で
構
成
）」
を

設
置
し
、
市
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

市
民
目
線
で
の
調
査
検
討
が
行
わ
れ
、
市

庁
舎
統
合
の
提
言
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

合
併
時
か
ら
の
重
要
課
題
の
解
決
に
向
け
て

【第１回（平成２１年５月２８日開催）】
　・委員会設置の必要性
　・委員会の運営方針と検討の進め方
　・分庁方式の現状
　・行財政改革推進委員会提案の説明
　・次回に分庁方式の長所と短所の抽出を依頼

【第２回（平成２１年６月２５日開催）】
　・市の組織等の把握
　・分庁方式の検証（長所と短所の抽出）
　・分庁方式の課題
　　（→統合により解決できる短所の確認）
　・統合した場合の課題予測とその解決方策

【第３回（平成２１年７月２３日開催）】
　・市の財政状況の検証
　・分庁舎の維持管理経費の検証
　・庁舎毎の各部署の配置状況の把握
　・統合に関する各委員の考え方を確認
　・次回に質問事項の提出を依頼

【第４回（平成２１年８月２０日開催）】
　・委員から寄せられた質問への回答
　・統合により生まれる資源とその活用の検証
　・統合庁舎に必要な部署の検討
　・庁舎統合の例と建設候補地の検討

【第５回（平成２１年９月２４日開催）】
　・提言書の記載事項の検討
　 （統合庁舎の場所、規模、建築方式、空き庁舎
　　の活用方策）
　・次回に提言書に記載すべき事項の提出を依頼

【第６回（平成２１年１０月２９日開催）】
　・提言書の記載事項の確認
　　（統合庁舎の場所、統合庁舎に必要な機能）
　・提言内容の確認（委員全員の同意）

【提言書を市長に提出（平成２１年１１月１９日）】
　・検討経過の報告  
　・提言書の提出
　・提言概要の説明

 選挙管理委員会委員の改選について
　平成２２年３月２６日の議会の選挙において、
選挙管理委員会委員の改選があり、次の方々
が委員に選出されました。　
　委 員 長　池 見 和 身（平　木）
　委員長職務代理者　丸 山 幸 男（上滝野）
　委　　　　　　員　酒 井 次 子（　社　）
　委　　　　　　員　平 野 隆 司（掎鹿谷）

 副市長が選任されました

副市長　山 田 義 人
　平成２２年５月１７日の市
議会において同意され、
５月１８日付で就任しました。

 加東公平委員会の体制について
　平成２２年５月１７日の市議会において、森岡
茂和委員長の再任が同意され、次のとおりと
なりました。
　委　　員　　長　森 岡 茂 和（河　高）
　委員長代理委員　　 近 從 宏（新　定）
　委　　　　　員　勝 本 　 進（上久米）

 監査委員の体制について
　平成２２年５月１７日の市議会において、西村
勝彦代表監査委員の再任が同意され、次のと
おりとなりました。
　代 表 監 査 委 員　西 村 勝 彦（上滝野）
　監 査 委 員　志 方 　 勉（高　岡）

※基本計画とは･ ･ ･

　統合のイメージ、庁舎のあ
るべき姿の基本的な事項など
について明確にするもので、
行財政改革推進委員会、庁舎
統合整備等検討委員会、市議
会（委員会）からの意見を尊
重のうえ、策定します。

【
庁
舎
統
合
整
備
等
検
討
委
員
会
の

　開
催
状
況
】

　
民
間
の
委
員

１０
人
で
構
成
さ
れ

た
「
庁
舎
統
合
整
備
等
検
討
委
員

会
」
は
、
昨
年
５
月
に
設
置
さ
れ
、

１０
月
ま
で
の
間
に
計
６
回
の
会
議

が
開
催
さ
れ
、
庁
舎
統
合
に
関
し

て
、
市
民
の
目
線
か
ら
、
さ
ま
ざ

ま
な
議
論
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
の
開
催
状
況
と
内
容
は

４
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
で
す
。（
会

議
資
料
、
会
議
録
に
つ
い
て
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る

ほ
か
、
企
画
政
策
課
で
閲
覧
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
）

【
主
な
提
言
内
容
】

　
庁
舎
統
合
整
備
等
検
討
委
員
会

か
ら
提
出
さ
れ
た
庁
舎
統
合
の
提

言
書
は
、
市
が
こ
れ
か
ら
具
体
的

な
計
画
の
方
針
を
定
め
て
い
く
う

え
で
の
一
つ
の
判
断
材
料
と
い
う

性
格
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
主

な
提
言
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

●
統
合
す
る
部
署

　
３
庁
舎
の
全
て
の
部
署
（
窓
口

　
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
さ
ら

　
な
る
検
討
が
必
要
）

●
統
合
庁
舎
の
規
模

　
お
お
む
ね
９，
０
０
０
㎡
（
延
床
）

●
建
築
の
方
式

　
新
築

●
建
設
の
時
期

　
市
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
る
中

　
で
、
で
き
る
だ
け
早
い
時
期

●
建
設
候
補
地

　
県
立
教
育
研
修
所
横
の
県
有
地

●
社
庁
舎
、
滝
野
庁
舎
、
東
条
庁
舎

　
の
活
用
方
法

●
市
民
に
と
っ
て
便
利
で
、
市
民
が

　
集
い
や
す
く
、
市
民
を
大
切
に
し

　
た
も
の
が
庁
舎
の
あ
る
べ
き
姿

（
提
言
書
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
る
ほ
か
、
企
画

政
策
課
で
閲
覧
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
ま
す
）

【
基
本
計
画
の
策
定
】

　
本
年
度
は
、
基
本
計
画

（※）
の
策

定
を
進
め
る
と
と
も
に
、
策
定
に

必
要
な
調
査
を
行
い
ま
す
。

　
こ
の
計
画
は
、
統
合
に
関
す
る

基
本
的
な
事
項
を
明
確
に
し
、
今

後
、
さ
ら
な
る
検
討
を
行
う
た
め

の
資
料
と
な
る
も
の
で
す
。

問
い
合
わ
せ

　
企
画
部
企
画
政
策
課
（
社
庁
舎
）

　
　
４
８
・
０
３
８
９

邦利


